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令和３年度 第２回 利根川水系利根川・江戸川河川整備計画フォロ－アップ委員会 

議事録 

 

開催日：令和３年 12月 21日 

場所：さいたま新都心合同庁舎２号館 

16階河川会議室 

 

 

◆開会 

【司会】定刻になりましたので、ただいまより、「令和３年度 第２回 利根川水系利根川・江戸

川河川整備計画フォロ－アップ委員会」を開会いたします。皆様、本日は大変お忙しい中、出席

を賜りまして、誠にありがとうございます。私は本日の進行を務めます、関東地方整備局河川部  

河川情報管理官の須藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。会議に先立ち、委員の皆

様にお願いがございます。ご発言は、お名前を仰っていただいた後お願いいたします。万一、会

議の途中での音声の不通や途切れ、画像の乱れ等、通信障害が発生した場合は、委員の先生側の

カメラ映像を一旦オフにしていただくなど、対応をお願いいたします。また、発言している方の

み、マイクをオンにしていただくようご協力をお願いいたします。取材される皆様は、記者発表

で会議の公開についてお知らせしましたが、カメラ撮りは委員長の挨拶までとさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。併せて、取材に当たっての注意事項に沿って、適切に取材及

び傍聴され、議事の進行にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。また、職員等に

よる記録撮影を行っておりますので、ご了承願いたいと思います。それでは、本日の資料を確認

させていただきます。配布資料は、資料目録の他、議事次第、委員名簿、利根川水系利根川・江

戸川河川整備計画フォロ－アップ委員会規則、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画フォロ－

アップ委員会運営要領、資料-１ 令和元年東日本台風（台風第 19号）を踏まえた対応につい

て、資料２-①利根川下流特定構造物改築事業（戸田井排水機場）、資料２-② 利根川下流特定

構造物改築事業（戸田井排水機場）（様式集）となっております。資料につきましては、説明の

際に画面に共有をいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

◆挨拶 

【司会】次に議事の２.になりますが、関東地方整備局 河川部河川調査官 藤本より挨拶させて

いただきます。河川調査官よろしくお願いいたします。 

【藤本河川調査官】ただいまご紹介いただきました関東地方整備局 河川部で河川調査官をして

おります藤本でございます。本日はお忙しい中、令和３年度 第２回 利根川水系利根川・江戸川

河川整備計画フォロ－アップ委員会にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また日頃

より国土交通行政にご理解ご協力賜りましてあわせて御礼申し上げます。本来ならば直接お会い

してご挨拶させていただくべきところ、ＷＥＢ開催であるということから、このような形での挨

拶であることをご了承いただけますと幸いでございます。皆様ご承知の通り、本委員会は河川整

備計画の点検及び河川整備計画に基づき実施する事業の事業評価等につきましてご意見、ご審議
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いただくために設置をされたものでございます。本日は、６月に開催させていただいた第１回で

令和元年東日本台風の出水状況をご報告させていただきましたが、それに続きまして、令和元年

東日本台風を踏まえた対応についてご説明させていただきますとともに、事業評価といたしまし

て、特定構造物改築事業として実施した戸田井排水機場の事後評価につきましてもご説明させて

いただきます。皆様ご承知のとおり、近年地球温暖化に伴う気候変動の影響により、毎年のよう

に全国各地で水害が頻発している状況でございます。令和元年東日本台風時にはこの利根川・江

戸川では堤防決壊など甚大な被害こそ発生しなかったものの、利根川では水位が上昇しまして、

非常に厳しい経験をしたところでございます。このような状況下で我々といたしましても、引き

続き河川整備を始めとする治水対策を適切かつ着実に進めていければと思っておりますので、今

後の検討にあたりまして忌憚のないご意見賜れますと幸いでございます。本日は限られた時間と

なりますがどうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】続きまして委員のご紹介をさせていただきます。委員名簿の順にご紹介させていただき

ます。 

筑波大学 佐藤委員。 

群馬大学大学院 清水委員。 

千葉県立関宿城博物館 鈴木委員。 

日本生態系協会 生態系研究センタ－ 須永委員。 

埼玉大学大学院 田中委員。 

日本大学 手塚委員。 

国立環境研究所 気候変動適応センタ－ 西廣委員。 

千葉県立中央博物館 大利根分館 糠谷委員。 

日本大学 安田委員。 

委員の皆様よろしくお願いいたします。 

 

◆委員長挨拶 

【司会】続きまして、議事次第の３.の委員長挨拶ということで、清水委員長、よろしくお願い

いたします。 

【清水委員長】委員の皆様、本日私は関東地方整備局の会議室におります。普段そちら側から見

ている立場ですが、本日はこちらから委員の先生方のお顔を見ながら審議していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。本日の議題ですが、一つは令和元年東日本台風を踏まえた対

応について皆様と議論していきたいと思いますし、もう一つはフォロ－アップ委員会の中で大き

な役割の一つである事後評価として、利根川下流特定構造物改築事業についてご審議いただくこ

とになります。様々な専門的立場から忌憚のないご意見をいただきたいと思いますのでどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。以上です。 

【司会】ありがとうございました。取材されている皆様にお伝えいたします。誠に申し訳ござい

ませんが、カメラ撮りはここまでとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。それ

ではこれから会議に入る前に委員の皆様に繰り返しになりますがお願いがございます。ご発言が

ある場合には、マイクをオンにしお声がけ下さい。また、挙手機能を用いてお願いいたします。
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ご発言は委員長の指名の後、お名前を仰っていただいた後にお願いいたします。ここからの進行

は、清水委員長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆議事 

【清水委員長】それでは、議事次第４.に入りたいと思います。まずは１）の「令和元年東日本

台風（台風第 19号）を踏まえた対応について」、事務局からご説明お願いします。 

【後藤河川計画課長】資料のご説明をさせていただきます河川計画課長の後藤です。よろしくお

願いいたします。右上に資料-１とある「令和元年東日本台風（台風第 19号）を踏まえた対応に

ついて」をご覧ください。 

資料の１ペ－ジです。まず気象の概要です。令和元年東日本台風ですが、10月６日南鳥島近

海で発生しまして 12日 19時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸しました。その後関東地方を

通過し、多くの地点で大きな雨をもたらしました。10月 10日から 13日までの総降水量です

が、神奈川県箱根で 1000mmに達し、東日本を中心に 17地点で 500mmを超えました。関東甲信地

方、その他多くの地点で時間雨量、降水量の観測史上１位を更新するなど記録的な大雨となって

おります。 

２ペ－ジをご覧ください。降雨の状況です。八斗島上流域に関しましては、流域平均３日雨量

は 309mmに達したということで、これは雨量確率にして 1/110程度となっております。また、赤

で囲われた上段のグラフ、一番左の青いグラフの八斗島上流域で 10mm以上の降雨が 15時間継続

していて、また一番右のピンクのグラフですが、烏川・神流川の流域におきましても 25mm程度

の時間雨量が 14時間も継続している状況でした。また一番下のグラフですが八斗島上流域の年

最大流域平均３日雨量としても観測史上過去最大雨量となり、24時間雨量につきましても過去

最高となっております。 

３ペ－ジをご覧ください。引き続き降雨の状況です。主要な雨量観測所のうち 11箇所におい

て 24時間雨量が過去最大を記録しております。特に利根川流域全体を見ますと、烏川、神流

川、吾妻川、鬼怒川、思川、巴波川流域で大きな降雨が発生しております。その下の等雨量線図

をみますと、かなり烏川・神流川の流域が紫色になっておりましてこのような地域中心に強い雨

が降っていたと、また右側の図を見ましても鬼怒川、思川、巴波川といったあたりも紫色になっ

て非常に強い雨が降っていたことがわかります。 

４ペ－ジです。水位の状況です。利根川中流部の川俣水位流量観測所地点では、計画高水位を

約 4時間にわたり超過いたしました。その下流の栗橋及び芽吹橋の水位流量観測所では、氾濫危

険水位を約 10時間にわたり超過するなど、大規模な出水となっております。利根川中流部・江

戸川において、軒並み過去最高の水位を記録しております。その下に示した表の中段、赤字で記

しているところが過去最高の水位を記録したところです。ご覧のように多くの地点で過去最高水

位を記録しております。 

５ペ－ジをご覧ください。こちらは利根川流域の河川における実際に痕跡として確認された水

位とその地点の堤防高、あるいはＨＷＬとの比較をグラフで示したものになっております。まず

５ページは利根川下流部の水位の状況です。こちらは鬼怒川合流部付近や河口部などで計画高水

位を超過しています。計画高水位を超過した区間については、グラフの中にピンク色の矢印で示
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しています。 

６ペ－ジをご覧ください。利根川中流部です。利根川の河口から 145ｋ付近から 170ｋ付近で

計画高水位を超過しています。 

７ペ－ジをご覧ください。こちらは烏川の流域です。烏川ですが鏑川合流点付近や利根川との

合流点から 14ｋのあたりで計画高水位を超過しています。 

８ペ－ジは江戸川です。江戸川につきましては利根川と比較すると、比較的に低い水位で流下

しておりまして、全川に渡って計画高水位よりも下に痕跡水位が確認されていることがわかりま

す。 

９ペ－ジが令和元年東日本台風における流量規模の推定です。こちら、観測された水文デ－タ

と河道条件・河川管理施設の稼働条件などから、利根川本川を流下した流量の推定を実施してお

ります。その結果といたしまして、河川整備計画と同規模の洪水であったと推定しています。下

の図に、主要地点における流量の推定状況を示しています。各地点の一番上段の赤色の数字に関

しましては、河川整備計画で目標としている河道流量の値です。それに対し中段の緑色の数字に

ついては流量観測によるピ－ク流量となっております。一番下段の黒字、下段の数字ですが、こ

ちらが一次元不定流計算によって推定されている流量です。基準地点、八斗島で見まして、整備

計画目標流量１４，０００㎥/ｓに対して今回の推定が約１３，５００㎥/ｓということで河川整

備計画と同規模の洪水であったと推定しています。 

10ペ－ジご覧ください。洪水調節施設の調節状況について、まず渡良瀬遊水地です。こちら

洪水調節の効果を推定するために、渡良瀬遊水地の越流堤からの流入量をゼロと仮定した場合の

再現を行った結果、下流の栗橋地点において、渡良瀬遊水地によって約１．６ｍの水位を低下さ

せていたものと推定しております。右下にグラフのように渡良瀬遊水地の効果がなければ計画高

水位を超過していたと推定しています。 

11ペ－ジご覧ください。その下流にある３調節池、田中・稲戸井・菅生調節池についても同

様に効果量を推定しています。こちらに関しましても下流の取手地点において約１．１ｍの水位

を低下させていたものと推定していまして、右下に同様に水位のイメ－ジ図をつけております。

こちらも調節池の効果がなければ計画高水位を超過していたと推定しています。 

12ペ－ジです。こちらは令和元年東日本台風を受けた利根川の課題と対応についてです。令

和元年東日本台風において、利根川中流部・下流部及び烏川では計画高水位を超過し、利根川下

流部及び烏川上流部の無堤部区間において浸水が発生しました。これらは早期に対応する必要が

あり、対応案を下の青色の枠内に示しております。これらの対応案は、現河川整備計画で実施す

るメニューにて対応いたします。また、全川にわたり高い水位を記録しましたので、堤防断面が

大幅に不足し、水位上昇により危険性が高くなる区間について対応を検討して参ります。下の地

図に①②③④と赤とオレンジの線で箇所を示してございます。①②③に関しましては、今回の台

風で計画高水位を超過した区間です。中流部、下流部、烏川では河道掘削を実施するとともに、

②の利根川と江戸川の分派の地点に関しましては、分派の適正な管理を対応して参ります。また

下流の調節池のところでは機能の向上に取り組んで参ります。また④の利根川の河口付近の下流

部と烏川の上流部においては、まだ無堤部もあるということで築堤による外水氾濫の防止を進め

て参ります。 
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13ペ－ジからは令和元年出水以降行ってきた対策の一部事例の紹介です。まず①、河道掘

削・樹木伐採による対策状況ということで利根川中流部での対策状況の写真を示しております。

左が河岸掘削前、右が掘削後を示しております。またその下段、同様に樹木伐採後の前後の写真

を比較で載せています。 

14ペ－ジです。こちらも左上は河道掘削・浚渫の状況の写真です。その右上に関しましては

烏川での築堤・河道掘削の状況です。また左下ですが江戸川分派の適正な管理ということで、こ

ちらは高水敷に繁茂している樹木について伐採を行いまして、その伐採後の写真が右下です。 

15ペ－ジです。先ほどの④の無堤部がある区間、浸水区域における対策状況ということでま

ず上段、利根川下流部の築堤状況について示しています。左上の写真のように堤防が無かったと

ころに右側のように新しく堤防を整備しております。また、下段になりますが烏川上流部におき

ましても堤防が無かったところに新しく堤防を整備した写真を示しています。 

16ペ－ジです。こちらは江戸川の河道掘削における環境への配慮の事例の紹介です。江戸川

に関しましては河道掘削に伴って、治水・環境・利用に配慮して多様な掘削形状を設定しており

ます。低水路掘削や高水敷切下げに合わせて、有識者の皆様の意見を踏まえて水深の異なる池や

水路等を配置し、多様な環境が創出されるよう整備を実施中です。下の図の中にて赤線でＡ－Ａ

断面というものを事例で示しています。中段にＡ－Ａ断面のイメージを示していますが、高水敷

を掘削するときに池となる部分を創出したり、中州になる部分を盛土で創出したりですとか、こ

ういった取組を行うことで多様な環境の創造に取り組んでいるところです。 

17ペ－ジです。利根川下流部における課題ということで利根川下流部は、計測した痕跡水位

と計算によって求めた水位に差がある状況です。この現象を解明するため、今後モニタリング等

を実施していくこととしています。下のグラフのように青色が計算で出した最高水位ですが、×

印が実際痕跡として確認された水位に乖離が生じております。こちらを解明するためにモニタリ

ング等を実施して参ります。 

18ペ－ジです。流量観測における課題です。流量観測について従来の浮子を投げて観測員が

計測するという観測手法では、近年観測員の安全確保のための避難が必要となったり、強風など

により観測ができないことから、利根川上流河川事務所管内においては流量観測について先行し

て高度化（無人化）を実施しています。具体的には下段の写真のように、栗橋地点の観測状況と

いうことで橋に電波式の流速計を設置しています。これにより実際左下のように今年８月に小規

模な出水ですが、流量観測状況を示しています。こうした取組を進めて参りますとともに、右側

にありますように高度化を加速するための取組ということで、電波流速計ですとか画像解析によ

る流量観測には、機器を設置する初期費用が大きなネックですので、効率的・効果的な設置方法

について今後検討を進めて参ります。 

19ペ－ジに令和元年東日本台風を踏まえたまとめとして報告させていただきます。まず令和

元年東日本台風において主要地点における流量は、河川整備計画と同規模の洪水であったと推定

しました。計画高水位を超過した区間や無堤部区間における浸水に対して、現整備計画で実施す

るメニュ－により早期に対応していきます。また、整備にあたっては環境へ配慮しながら実施し

ていきます。堤防断面が大幅に不足し、水位上昇により危険性が高くなる区間について対応を検

討していきます。利根川下流部における痕跡水位と計算水位との差が生じている原因を解明する
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ため、モニタリング等を実施していきます。避難指示等により流量観測が実施できなかったこと

から、流量観測の高度化（無人化）を実施していきます。以上がまとめになっております。 

20ペ－ジ以降は参考となる情報提供等させていただきます。まず洪水調節施設の調節状況と

いうことで八ッ場ダムについてです。八ッ場ダムにつきましては令和元年東日本台風当時、試験

湛水中であったことから計画操作を行った場合の状況について確認をいたしました。状況を確認

いたしましたところ、計画操作だったとしても異常洪水時防災操作を実施することなく、ダムの

運用が可能であったことを確認しております。中段にあったグラフが実際ダムに水を溜め込んだ

様子を示しています。これに対して下段が計画操作で実施した場合です。計画操作の場合はすべ

てダムに溜め込むのではなく、２００㎥/ｓ放流し続ける状態から洪水の流入量のピ－クを迎え

た後、一定の割合で流量を増加させていくこととなります。左に緑色の部分にありますように最

大放流量６５０㎥/ｓまでしか達しないということで異常洪水時防災操作にはならないことを確

認しております。 

21ペ－ジです。利根川下流部自然再生シンポジウムの開催の紹介です。利根川下流域では、

「多様な生物の生息・生育場を育む湿地・水際の保全・再生」をテ－マとして、干潟やヨシ原・

湿地の保全・再生を行っています。こうした自然再生への取組が沿川地域にとっても、利根川が

魅力的な場として認知され地域振興につながることが期待されています。左下にありますよう

に、高水敷の掘削と併せてヨシ原や干潟の保全・再生、河岸やワンド等の再生を実施していま

す。また右側のように、シンポジウムの開催ですとか地元中学生を対象とした自然観察会の実施

等地域振興につながる取組を実施しています。 

22ペ－ジです。こちら流域治水プロジェクトの情報提供です。利根川・江戸川においても流

域治水プロジェクトについて合計４つの協議会を立ち上げまして、プロジェクトを令和３年３月

30日に公表しております。流域治水ですが、左側にありますように堤防整備・河道掘削等の対

策など、赤枠でお示しした「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」また土地利用・住まい

方の工夫など、黄色枠でお示しした「被害対象を減少させるための対策」、またその下、避難体

制の強化など、緑色枠にてお示しした「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」という３本

柱でプロジェクトに取り組んでいます。 

23ペ－ジですが、流域治水を実現するために新法が成立・施行されておりますので、その情

報提供です。近年全国各地で水災害が激甚化・頻発化するとともに気候変動の影響により、今後

降雨量や洪水発生頻度が全国で増加することが見込まれています。こうした中で流域治水、上

流・下流・本川・支川の流域全体を俯瞰し国や流域自治体、企業・住民等あらゆる関係者が協働

して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため「流域治水関連法」が整備されております。こ

ちら令和３年 11月１日をもってすべて施行されております。具体的に細かな内容は下に書いて

いますが、流域で対策に取り組む特定都市河川の指定する河川の拡大ですとか、先ほど申しまし

た３本の柱に該当する各法律を改正いたしまして、取組を推進することとしています。 

24ペ－ジです。気候変動を踏まえた治水計画見直しの全国の動向です。全国的に令和３年３

月 31日より社会資本整備審議会・河川分科会・河川整備基本方針検討小委員会において気候変

動を踏まえた新たな河川整備基本方針の審議が行われており、新宮川水系、五ヶ瀬川水系、球磨

川水系が先行して実施されておりました。新宮川水系、五ヶ瀬川水系につきましては 10月に基
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本方針が変更となっておりまして、球磨川についても 12月 17日に変更となっております。利根

川水系においても気候変動による降雨量の増加などを考慮した治水計画などの検討をして参りま

す。資料の説明については以上となります。 

【清水委員長】ありがとうございました。ただいま令和元年東日本台風の利根川水系に与えたイ

ンパクト、それに対する対応のご説明がありました。主には現整備計画のメニュ－に入っており

ます河道掘削・堤防整備、築堤を進めていくというご説明がありましたが、最後の方には全国的

な気候変動を踏まえた治水計画に転換していく。先行している新宮川水系や球磨川水系は実際に

大きい規模の洪水を受けたということで進められているわけですが、そのようなものが生じなく

とも今後気候変動の対応を進めていかなければならないというのがますます強くなってくるのだ

ろうと感じております。本日の東日本台風に対する対応、あるいは後半の流域治水の関係、気候

変動の関係、また整備計画を進めていく中では河道掘削等を行いますので、環境に対する配慮が

どうあるべきかなど、様々な観点から今のご説明に対してご意見をいただきたいと思います。恐

縮ですが、委員の皆様にご意見をいただくことをあらかじめご説明させていただいておりますの

で、名簿の順に一人３分程度でお話をいただければと思います。それでは名簿の順に佐藤委員か

らお願いいたします。 

【佐藤委員】佐藤です。台風第 19号の洪水規模がほぼ整備計画の範囲内であったので大変ラッ

キ－だったと感じております。私としては今回これで済んだことは大変良かったわけですが、全

国的な動向も含め気候変動という問題を考えなければならないわけで、台風第 19号以上の規模

の出水となったらどのような状況になるのかという想像力を持たなければならないと思っており

ます。今までの国交省の整備の進め方はそれなりの効果を持っていたわけだが、これから基本方

針に対応するためにたくさんの工事をやらないといけないため時間がかかるわけですよね。その

間に大きな洪水が来ない保障は全くないわけです。そこで私として一言だけ言わせていただくと

すれば、現在も粛々と河川整備計画の実現を当面の目標としてやっており、そんな悠長なことを

やっている時間は無い状況なのではないかと心配しております。河川整備計画を超えるような洪

水が来た時にどうするのかということを目前の問題として取り組んでいかなければいけない。流

域治水という方向に舵を切ったわけですから、流域治水という立場から今までの河川整備計画に

基づき整備を粛々とやりながら、一方で、いつ来てもおかしくない極めて大きい洪水に対しても

どんどんやっていかなければいけない思います。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは鈴木委員よろしくお願いいたします。 

【鈴木委員】鈴木です。よろしくお願いいたします。今回ご説明がありました江戸川分派点にお

ける工事の様子などがちょうど本館４階から工事の様子もよく見え、着実な対応が進められてい

ることを日々感じております。22ペ－ジに記載されております「被害の軽減、早期復旧・復興

のための対策」として地域住民や小中学生を対象とした防災教育につきまして多くの機会を設け

て確実に実施していただければと思っております。また博物館ということで地域の方と水害につ

いて雑談のような形でお話することがありますが、その中で今回お話がありました令和元年度の

台風の経験を基に色々次への対策・対応を考えているという話を非常に多く伺います。令和元年

洪水を上回るような状況が想定される場合には、特に情報発信を重点的に行って地域の方々や子

供たちに知らせていくような必要があるかと思います。私からは以上です。 
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【清水委員長】ありがとうございました。それでは須永委員、よろしくお願いいたします。 

【須永委員】はい。これまでご説明いただいたように台風第 19号を受けて 12ペ－ジの①～④の

地域が優先的に、治水対策を実施すべき場所だと説明され、19ペ－ジのまとめにおいて、「整備

にあたっては環境へ配慮しながら実施していきます」と示されています。私からは当面行う４地

区の中でも環境に配慮していただきたい場所についての具体的なお願いや留意していただきたい

点を、意見として出させていただきます。この資料の後ろの方にもありましたが、工事地区のひ

とつは「利根川下流部自然再生事業」が行われていまして、シンポジウムの紹介がこの資料にも

出ていますが、確か前々回のこの委員会にて利根川下流の自然再生の事業評価について審議した

と思います。利根川下流ではこれまでに取り組んできたタナゴ類の生息の再生や、コウノトリが

集まっている地域で、今日の時点でも７羽くらいいるらしいですが、生物の多様性が高い堤外地

の自然再生区域と、それから堤内地側、特にこの地域ですと「掘り下げ水田」と言われる冬でも

水位が高い田んぼがありまして、そこに魚ですとかコウノトリの餌となる水生動物が非常に多い

んですね。そのようなところに築堤ですとか堤防のかさ上げの治水工事をするときに、堤内と堤

外の水の繋がりの維持・保全が、この地域の特に重点を置いて環境に配慮すべきところと思いま

す。今後この資料で示されております堤防のかさ上げや築堤については、樋管ですとか樋門を通

じて堤内堤外の水系の繋がりが分断されないことについて、留意していただければと思います。

今回は具体的な地区の配慮内容の意見を出させていただきます。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは田中委員よろしくお願いいたします。 

【田中委員】はい。前の意見にもありましたが私もやはり危機管理、リスクを知ることが大事だ

と考えています。毎回、豪雨の時に降雨分布が違うわけです。検討しているとは思いますが今回

ＨＷＬを超えたところだけではなく、様々な降雨パタ－ンに対してどのような状況のときにどこ

に弱点、リスクが出やすいかということを是非検討してほしいと思います。八ッ場ダムの話があ

りましたが、常時運用においても異常洪水時防災操作に入らず運用ができたと示されておりまし

たが、西日本豪雨のように継続時間の長い降雨だったらどうだったのか、あるいは二山降雨だっ

たらどうだったのか様々な降雨波形に対してリスクを探るようにしてほしいと思います。それか

ら資料にもありましたが、渡良瀬遊水地が大きな効果を発揮しました。改めて河川中流域で洪水

貯留をする重要性が確認できたわけですが、更にその調節効果を高める方法がないか、事前放流

あるいは越流堤の諸元を変えたらどうなのか、出来れば色々検討してほしいと思います。それか

ら渡良瀬川の合流点より上流の本川側でＨＷＬを超えている区間は、もともとの利根川が東京湾

に注いで流れていたという流路から考えても、過去 400年近く継続して存在している利根川のあ

る意味では弱点でもあるわけです。万が一にも破堤が生じないように今後も対策が必要だろうと

思っております。現状では河川整備計画上は河道掘削を中心としたメニュ－ですが、是非、参考

資料にもありましたような流域治水対策、水田などを利用した流出抑制策なども考えてほしいと

思います。ただし、利根川の規模が非常に大きいので、広く受け入れられて広い面積で行って初

めて機能する、小さな面積では効かない部分もあります。そのため、数値のみでなく、受益者と

負担者のリスクコミュニケ－ションをもっと活発にしていってほしい。その中で負担・協力して

いただける方にどうやって支援していけるのかを含め、システムそのものを継続的に開発してい

ってほしいと思います。最後、利根川下流部では解析に乖離があるというのはそれだけ難しい河
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川だと改めて実感しました。洪水前後の河床変動だけをみると、一回掘れても埋め戻されるなど

把握できない要因は様々あると思いますので、是非洪水時の河床変動を観測によって明らかにし

てくれれば非常に貴重なデ－タになるでしょうし、今後の河道掘削を進めていく上でも非常に重

要な検討材料になると期待しております。是非よろしくお願いします。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは続きまして手塚委員よろしくお願いします。 

【手塚委員】こんにちは。私は経済学や経営学の観点からコメントいたします。（これらの観点

からは、）価値のある事業を速やかかつ有効に整備する、というのが基本的（な考え方）にあり

ます。これを踏まえると、12ペ－ジにあった令和元年東日本台風を受けた利根川の課題と対応

について、計画高水位を超過した区間である①②③と浸水区域への対応である④という形で、優

先順位をつけたことは大きな意味を持つと思います。速やかかつ有効に（実施するという観点か

ら）、社会的な利益を考えると、整備の順序付け、つまり戦略的な整備の進め方が必要になるか

と思います。（したがって、）今回このような対応に意味がある、と考えます。もう１点、これは

前の委員会でも申し上げた通りですが、（これまでの整備による）成果のＰＲも非常に必要だと

考えております。今回に関しても、渡良瀬遊水地があったことで、これだけの水位となり、この

ような形で済みましたであるとか、色々な効果が現実として出ていると思います。このような経

験は是非とも蓄積をしていただいて、広くＰＲに繋げると良いかと思います。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは西廣委員、お願いします。 

【西廣委員】ありがとうございます。まずは長時間に渡る大雨に対して社会を守ってくださった

河川管理者の皆様には本当に感謝と敬意を表したいと思います。今ご説明を伺いながら気になっ

た点は質問も含め５点ございますのでなるべく手短に申し上げます。一つ目は調節池の役割、三

大調節池が流域で説明されましたが、通常は農業利用されている面積が広いわけですが、その中

に水田だけでなく、農業施設、ビニ－ルハウスとか結構建っていて、結構洪水で流れていたと思

います。農業施設等に対する制約は無いのか、また流出が農業被害だけでなく河川管理上の課題

にはならないのかと疑問に思っていたので、この機会に質問させていただきました。二つ目、調

節地はまだ場所によっては掘削が続いてるのではないかと思います。誤解だったらすみません。

貯水容量はまだ目標に達していない理解でいたのですが、掘削の方法も工夫次第では氾濫元の生

態系・生物多様性・保全と治水を両立させるうまい掘削の仕方が色々工夫できると思いますので

十分な検討をしていただきたいと感じました。三つ目、類似のことですが、高水敷の切り下げと

いうのは既に進めてくださっていて、ご説明のあったように治水・環境・利用とすべての面で工

夫をうまくやれば効果があるものだと思います。その成果はどの程度モニタリングされているの

か、その結果は見せていただけるのであろうかということを感じながら伺いました。広く役に立

つ知見だと思いますので、オ－プンにしていただければいいと思っております。四つ目は、素人

のコメントで恐縮なのですが、河道内の樹林の伐採というのはやればやるほど治水には良いもの

なのだろうか、つまりその場所の水位は下げるだろうと思うのですが、下流のリスクを上げるこ

とにはならないのでしょうか。流域治水の理論を聞いていると途中で溜めたりゆっくり流したり

という価値も議論されている中でどのような方針で樹林の伐採地を決めているのだろうか、環境

への配慮ももちろんですが、治水の観点からも慎重な検討が必要だろうと思いまして、コメント

させていただきました。最後です。流域治水についてご説明いただきました。流域の貯留だとか
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浸透の対策を進めるということを考えると、それだけが流域治水ではないが重要な要素だと思い

まして、地方公共団体の河川管理者だけでなくて農地管理だとか都市計画だとかそういった部局

を超えた議論や対応というのはとても重要になるかと想像いたします。ご苦労もあるかと思いま

すが是非頑張っていただきたいと思いますし、今利根川流域では、小規模な河川だとか耕作放棄

地を生物や農業だけでなく治水にも役立つ形で利活する市民の活動が近年増えているようなとこ

ろもあります。いわゆる自然保護運動から自然活用の活動への転換のようなことが各地で起きて

いると私が知る範囲でもとても感じます。私自身も地域との連携もありますし気候変動適用の支

援するセンタ－におりますので、できる協力はさせていただきたいと思います。是非今後もよろ

しくお願いします。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは糠谷委員、よろしくお願いします。 

【糠谷委員】糠谷です。私は香取市に住んでおりまして、実家は銚子なんですね。台風第 19号

の時自宅は避難指示が出て避難所はすぐにいっぱいになってしまって、家は２階建てなので、垂

直に逃げるしかないと家族と話していて、翌日、道の駅水の郷さわらというところへ行ったらゴ

ミが、そこまで水が来たんだろうというところにたくさん溜まっていて、それを見てゾッとした

というのを今更ながら思い出しました。最初に申し上げたように銚子へ行くとき築堤工事が進ん

でおりまして、すごく力強く感じております。ちょうど銚子市の笹本のあたりは１、２度自分の

経験でも国道まで水が来たことがある、それを堤防で、というのを見ると心強く思っておりま

す。築堤と同時に下流の河口部の拡幅というか、太平洋へ流れる量についてもご検討いただけれ

ば、銚子というところは、銚子口という名前の通り、銚子大橋のかかっている川幅と河口がおお

よそ半分くらいしかないという地形なので、うまく流れるようにならないものかと常々思ってい

ることなので申し上げたいと思います。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。それでは安田委員よろしくお願いします。 

【安田委員】私から先ほどから皆さん出ているように、台風第 19号のかなり大型の出水に対し

て利根川流域のなかで侵食被害だとか異常な堆積とか計画以上の水位の上昇など様々にあったと

思います。流れの三次元的な要素が色々な問題を起こしているところがあって、流れの中でもき

め細かなところを着目していかないと、環境と治水とのバランスの取れた河川整備事業を行うた

めにも、三次元的な局所的な流れもうまくコントロ－ルしていかないと難しいものだと思いま

す。河床を保護するためブロックを設置したりしていますが、なかなかブロックを設置しても下

流側の方が河床低下したり流されたりと色々な問題が引き起こされています。これは流れの三次

元性というものが強くかかっていて、もともとブロックの設置のあり方というのはブロックの重

さで河床を守るという伝統的な考え方なのですが、主流をもっと水面に向かって上げてあげると

か岸から中央の方に向かって少し澪筋をコントロ－ルするなど技術的には可能な部分がありま

す。そのようなところの視点までは行き届いていないというのが現状のような気がします。その

ため、先ほども高水敷の切り下げをして多様な利用空間に繋げるという話もありましたが、冠水

幅を中小洪水の段階でも変えていくのか、それに伴ったワンドの作り方、伏流水が映えるような

形でワンドを作って水の交換がしっかりできるような形、ただ池を作ればいいというだけでなく

て、治水面のみでなく環境面のバランスを考えた時にはそういう面も気を配る必要があるし、や

はり外岸側の護岸堤防などで、壁が面に沿ったところでは洪水流もそこに沿って深掘れし、最後
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には根本がやられてしまうということも出てくるわけです。そういうところは石組みの礫を外岸

側にうまく置くことによって主流が沿うことがないような形など、軽減できるような処置が具体

的にはありますので、大局的なところから微視的なところまで幅広くというのは物理的に時間の

問題もあるかと思いますが、様々な立場の者が協力すれば色々なことができるのではないかと思

います。そのような技術協力は我々からも十分可能だと思いますので、環境とのバランスを考え

るためにはそのような多面的なところを検討していただければと思います。ありがとうございま

す。 

【清水委員長】ありがとうございました。全員のご意見をいただきました。とても幅広く大切な

観点からいただいたと思います。佐藤委員から整備計画相当のものが来た時にこれ以上のものが

来たらどう対応するのかと想像力をもって前もって考えておきなさいと、整備計画を粛々と進め

ていくことも大切であるが、それを超える洪水に対する危機管理、あるいは流域治水と、新たな

視点を持って挑んでほしいというご意見があったと思います。鈴木委員からは施設対応とともに

ソフト対策、防災教育、情報発信、特にこの令和元年洪水を経験して市民レベルでも様々な防災

的な動きがある。このようなものをもっと強めて情報発信したらどうかというご提案がありまし

た。須永委員からは河道掘削等の対応、あるいは築堤に対する環境の配慮として特に利根川の下

流での自然再生、ここでは築堤ということが分断でなく、堤外地・堤内地を繋げるような努力、

樋管とか樋門の工夫をしっかりやってコウノトリやタナゴの再生に対し生物多様性を確保できる

ような工事をやってほしいということがございました。田中委員からは様々な降雨パタ－ンが利

根川の流域に起こり得るだろうと、今回の令和元年洪水の降雨パタ－ンだけではなく、この広い

利根川流域の中でどんな雨がもたらすリスクがあるのかということを事前に知っておくことが大

切だし、様々な現況の貯留施設に対しても考えている降雨パタ－ンだけではなく、それ以外にど

んなものがあってどんなリスクがあるのかしっかり勉強しましょうということを言われたと思い

ます。また流域治水では利根川のこの広い流域面積を意識した機能的な流域治水のシステムを構

築することが大切というお話があったと思います。手塚委員からは経済的と言いながらも価値あ

る事業、速やかに、そして有効的にと、とても大切な言葉をいただきました。整備計画の中で進

めるときには対応策でもありますが、戦略的な進め方と、それらを速やかにどうやって進めたら

いいのかという順番付け、それによって社会的・経済的に守られるようなものを、利益性、効率

性を念頭に置いた整備のあり方から考えましょうとありました。もう一つは今までやってきた治

水整備に対するＰＲをもっともっと強調すべきだというのがありました。西廣委員からも大変良

い多くの観点をいただきました。これは答えていただくと思いますが、調節池の役割の中で水田

ばかりではなく農業施設等の中に水を溜めるわけだが、そのようなところに対する制約は無いの

か、あるいは河川管理上の問題にはならないのか、それから掘削について特に調節池については

工夫次第では治水と環境の両立がうまくできる、より進むようなやり方がある、そういうことを

意識されているか、高水敷掘削もそうですがやられている中で環境に配慮したやり方が成果をも

って評価・モニタリングされているか、さらに、そのようなものから得られた知見がオ－プンに

されているのかどうか。樹木伐採の地点での治水効果はあるが、それが下流にとってのリスクを

高めることにはならないのか。これは大切な観点だと思いますがこのようなことをご質問されま

した。また流域治水、様々な部局が連携してなし得るような、そのようなやり方を是非進めてほ
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しいと、それから耕作放棄地が環境にとって有効であるし自然活用の展開にもなっている。この

言葉に合うのか分からないですが、環境で市民が小さな自然再生というのが色々なところで展開

されています。小さな自然再生ができるのであれば、小さな治水もできるのではないか。この治

水と環境が両立した動きがいろいろなところで動いてくるとこれは流域治水に繋がると、私は西

廣委員の意見から思いました。とても素晴らしいお話だと思います。糠谷委員からは築堤が下流

側で粛々と進められている、これはとてもいいことだが、河口部の地形を考慮した治水能力のア

ップ、例えば拡幅等についての検討についてはどうなのだろうかというご質問があったかと思い

ます。安田委員は流れの局所性、三次元性の専門、大家ですので、その観点から一次元解析で全

体的な利根川水系の見方も大切だが、よりロ－カルに三次元性に卓越するような場所でのリス

ク、あるいは環境と治水のバランスにも、環境の場合は生物にとってより細かい局所な流れの構

造、そのようなものをしっかり把握して事業を進めていくべきだろうと。例えば中小洪水でもし

っかり機能するような高水敷の掘削、ワンドの維持、あるいは局所洗掘の問題、そのような問題

に一次元解析ではなくもっと局所的解析も使いながら進めていくのはどうでしょうかと。必要で

あれば安田委員との学との連携も踏まえてこういうものを進めていけますという大変温かい意見

もいただいたと思います。 

皆様の意見にもありましたが、整備計画相当のものが令和元年の洪水として今回来たというこ

とになりますね。八ッ場ダムは試験湛水で 10月１日から、10月 11日あたりに台風がやってき

て一夜にして満水になったという状態になりました。八ッ場ダム等の施設整備が令和元年洪水に

対しては非常に効果的だったと本日のご説明の中でもありました。一方で整備計画相当のものが

来た。整備計画で対応できていたところもあるが、ＨＷＬを超えているところもあります。特に

首都圏に対して脅威になるような区間のＨＷＬを超えるということは、これから対応していかな

ければならないと思います。そして、整備計画の進捗を上げるというのがとても大切だと思いま

した。もう整備計画相当の洪水が発生しているのだから、整備計画相当の整備は完成していなけ

ればいけないという意識を持って事業を進めていかなければならないのではないかと思います。

そのような中で本当に令和元年洪水はラッキ－だっただろうと、佐藤委員が言われましたが、本

当にその通りだと思います。これを超えるものが必ず来るというのが、この気候変動の時だと思

います。利根川については流域面積が広く、気候変動の影響をすぐ取り入れなさいと言っても簡

単にできることではないので、早くこういうものへの対応を進めるべきではないかと思うわけで

すが、この辺についても事務局から少し考え方をいただきたいと思います。以上、総括と私の意

見ですが、事務局からお考えがあればよろしくお願いします。 

【後藤河川計画課長】事務局河川計画課の後藤でございます。いくつかコメントさせていただき

ます。まず佐藤委員から整備計画規模を超えるようなものへの対応についてお言葉いただきまし

たが、我々まさに流域治水というところで河川の対策は整備計画に則ってやるというのはもちろ

んありますが、先ほどの説明にあったような住まい方の工夫等で被害対象を減らすとかソフト対

策、避難の対策、その他も発災した場合の復旧を早期化するための対策とか、まさに流域治水の

目的が目指す、対応するためのものですので、流域治水をしっかりやっていきたいと考えており

ます。また鈴木委員からいただきました情報発信、防災教育というところも流域治水、住民の参

画・ＮＰＯの参画・企業の参画というのも大事にしているところですので、しっかり取り組んで
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参りたいと思います。また須永委員、安田委員からもございました環境との両立のところも、流

域治水も環境もセットでというところありますし、河川法の目的でもありますから環境と治水の

両立というところは解析も含めてしっかりやっていきたいと考えております。また田中委員から

いただきましたダムの関係でございますが、従来の操作でいくと長雨とか二山降雨に対してダム

がどう操作すべきかというところは全国各ダム課題になっているところでございまして、ダム群

としての最適な操作についての検討はしっかりしていかなければならないと考えています。ま

た、既存施設の有効活用というところも我々従来から考えているところですので取り組んで参り

ます。また利根川下流部の解析の乖離につきましても様々な知見のある方にご意見を伺いながら

取り組んで参りたいと考えております。また手塚委員からいただきました進め方、手順の考え

方、ＰＲの重要性というところはしっかり取り組んで参りたいと、貴重な意見をありがとうござ

います。西廣委員からご質問ありました調節池内のビニ－ルハウス等の工作物に関しての考え方

ですが、ここは田中調節池でしたら河川区域になりますので、河川法で 24条、26条で占用とか

工作物の設置に関してル－ルがあります。河川管理に支障が無いように河川管理者から指導して

いくということになっています。また高水敷の切り下げ等の環境との両立についてのモニタリン

グですが、環境についても調査等行っておりますので情報提供は可能と考えています。また樹木

伐採についてはまさに仰っていただいたところは重要でして、当然下流への流量､水が流れやす

くなる等影響がありますので、しっかり確認したうえで伐採すべきところは伐採するという対応

を取っているところです。コメントは以上でございます。 

【藤本河川調査官】河川調査官の藤本でございます。私から補足させていただきます。清水委員

長から最後ご発言いただきましたが、冒頭のあいさつでも触れさせていただきましたとおり、令

和元年東日本台風の時には関東地整として非常に厳しい経験をしたところです。そのようなもの

への対応については本日説明をさせていただいたとおり粛々とスピ－ド感を持って進めたいとい

うことと、進めるにあたりましては環境面及び多面的な面を含めてしっかり検討しつつ進めてい

く必要があると本日コメントをいただいて強く思ったところでございます。一方でそれ以上の洪

水がいつ来るか分からない、令和元年洪水はラッキ－だったという意見も清水委員長を始め多く

の委員の先生方からコメントをいただいたところです。気候変動による影響、既に令和元年の時

にはその影響を含んでいるのかもしれませんが、この利根川においても引き続き懸念されるとこ

ろですので、清水委員長からのご発言の通り、利根川流域は広く、検討には多くの時間を要する

と思われることと、また関係機関も多く纏めるにも時間を多く要すると思われることを踏まえ、

予断なく検討を進めていきたいと強く思ったところです。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。本日、委員の方々から素晴らしいご意見をいただきま

して、これに直ちにすべてに渡って応えるのはなかなかできませんが、色々な課題が与えられた

と思います。是非このフォロ－アップ委員会の中で令和元年洪水の今後の対応、それから整備計

画の進捗性とともに新たな流域治水や気候変動の対応を、治水とともに環境も両立した整備計画

のフォロ－アップを皆様と今後継続して議論していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

◆議事 

【清水委員長】次の事後評価、利根川下流特定構造物改築事業（戸田井排水機場）について事務
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局からご説明よろしくお願いします。 

【後藤河川計画課長】河川整備計画課の後藤です。資料２-①と記載されております利根川下流

特定構造物改築事業（戸田井排水機場）をご覧ください。 

まず１ペ－ジ、目次です。この流れに沿って説明させていただきます。こちらは既に事業の完

了している事後評価の説明です。 

資料２ペ－ジ、事業の目的・概要の（１）流域の概要です。北浦川は、取手市神浦地先で小貝

川に合流する流路延長 10．７ｋｍ、流域面積 25．６㎢の茨城県が管理する１級河川です。流域

は利根川と利根川の支川・小貝川に囲まれた低平地であり、利根川や小貝川の水位が高い洪水時

に水が自然に川に流れていくことが困難であるため、小貝川との合流点に位置する戸田井排水機

場により、強制的に北浦川の水を小貝川に排水しています。流域内では 1990年代から桜が丘地

区において大規模宅地開発が行われている他、小・中学校、保育園、公民館などがありますと

か、ＪＲ常磐線や国道６号線が東西に通っています。下に地図において戸田井排水機場と記載さ

れているところ、そのうちＰと書いているところ、ポンプが設置されている小貝川と北浦川の合

流点になります。またその上、ピンク色で囲っております桜が丘地区というところは大規模な宅

地開発が行われている地区です。 

３ペ－ジ、事業の必要性です。戸田井排水機場ですが、昭和 38年に設置されまして取手市・

龍ヶ崎市の洪水被害を軽減してきましたが、建設から約 50年が経過しており機械設備の老朽化

が著しく、また、故障時の部品交換等も困難な状況でした。このため平成 24年度より改築事業

に着手し、特定構造物改築事業として改築を行い、平成 28年度に完成しています。その下、改

修の経緯ですが昭和 38年に８㎥/sが新設されてまして、その後昭和 55年に５㎥/sが増設され

ております。その後、老朽化が著しいということで平成 28年に改築を行いました。その下、機

械設備にどのような問題があったかということを記載しています。下の写真のように各部に老朽

化が進行し、ポンプを回せるかどうかという信頼性が低下していました。このうちいくつか紹介

しますと羽根車と外周部の隙間が摩耗により広がって排水能力が低下していたり、サビ・塗装の

劣化・剥離等も確認されていた状況です。またポンプ用原動機メ－カ－が大型ディ－ゼルエンジ

ンの製造・販売から昭和 63年に撤退していまして、故障時の部品交換等が困難な状況でした。

損傷具合を右側の写真でいくつか紹介しています。 

４ペ－ジです。費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化ということで（１）要因の変化

です。下の表を見ていただきまして事業費、事業期間、社会情勢変化を記載しています。まず今

回事後評価時の事業費は 24億円となっております。こちらは前回事業着手時の評価時から約３

億円減となっております。事業期間に関しましては当初評価時と今回で変わっておりません。社

会経済情勢について、氾濫区域内の延床面積は平成 23年当初評価時から約 20ha程度増えており

ます。こちらは宅地開発のための増です。先ほどの機械設備のための減に関しましては、機械設

備価格が変動したため減となっています。 

５ペ－ジです。同様に分析の結果です。こちらは治水経済調査マニュアル案に基づき、費用対

効果分析を実施しております。同様に当初の評価時と今回の事後評価時でＢ/Ｃを見ていきま

す。まず今回のＢ/Ｃが 30.4となっておりましてこれが当初の評価時 6.3から大きく増加してい

ます。そのうち総便益（Ｂ）ですが、こちら今回が約 1,169億円となっていまして当初の約 181
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億円から大きく増えています。総費用は約 38億円、当初が約 29億円ということで、こちらは現

在価値化等の影響で若干増額となっています。先ほど言いました通り治水経済調査マニュアルに

基づいて費用対効果分析を行っておりますけれども算定等の変更の影響もあり、Ｂ/Ｃの算出に

も影響が出ている状況です。 

６ペ－ジ、事業効果の発現状況です。戸田井排水機場の改築以降、年平均 5回程度稼働してお

りまして改築後は流域内では一度も家屋の浸水被害が発生していません。令和元年東日本台風時

にもし戸田井排水機場が機能しなかった場合、約 512haの浸水、197戸の浸水被害が生じる恐れ

があったと推定されています。令和元年東日本台風時に戸田井排水機場が稼働しなかった場合の

想定を右下にその時の浸水想定される範囲を示してございます。他、左側のグラフに結果排水機

場が作動したことで 512haの浸水・約 200戸の被害を減らせたと示しています。 

7ペ－ジです。事業実施による社会情勢の変化というところです。流域内の桜が丘地区におい

て宅地開発が行われておりまして、近年世帯数が増加しています。その下に写真で経年的な変化

を示しています。一番左が昭和 50年代の土地利用状況、その次真ん中が平成 20年、その次右側

が令和元年の土地利用状況です。特に昭和 50年代から平成 20年の間で桜が丘地区で大規模な宅

地開発が行われたことがわかります。左下にありますように取手市全体、あるいは流域内全体の

人口の推移で見ますと若干右肩下がりではありますが、その右側のピンク色枠でお示しした桜が

丘地区で見ますと平成 20年から令和元年で約 260世帯程度増えている状況です。こうした保全

対象・社会情勢の変化というところも先ほどのＢ/Ｃのところに影響しています。 

８ペ－ジです。今後の事業へ活かすレッスン・本事業を通して得られた知見等ということで紹

介させていただきます。改築に伴って、排水機場の信頼性が向上しています。まずその下、ポン

プの集中監視・操作です。旧機場では、５台のポンプごとに監視・操作する必要がありましたが

改築後は室内での集中監視・操作が可能となりまして、信頼性が向上しました。その右側、エン

ジン駆動によるポンプで旧機場では５台中３台のポンプが商用電源を必要とするモ－タ－駆動形

式でありまして停電時に運転が出来ませんでしたが、燃料によるエンジン駆動としたため、改築

後は停電時の信頼性が向上いたしました。また左下、ゴミ除去の自動化についてです。旧機場で

は、スクリ－ンのゴミ除去作業を人力で行っていましたが、自動除塵機にしたことにより、人力

では撤去できなかったゴミも除去可能となり、スクリ－ン目詰りによるポンプの緊急停止の恐れ

が軽減され、施設の信頼性が向上したほか、作業員の安全も確保されました。左下にありますよ

うに従来はスクリ－ンにかかったゴミを作業員が熊手により人力で除去をしていたところが、右

側、スクリ－ン下部から自動でコンベアによってホッパへ搬出するような自動化が成されており

ます。さらにその右側、耐水化です。電動機を浸水想定以上の高所に設置したことで周辺が浸水

した場合も排水を継続できるようになりました。 

９ペ－ジ、対応方針（原案）です。まず今後の事業評価及び改善措置の必要性です。事業完了

により施設の信頼性が向上し、既に改築後の出水において稼働しています。本事業は目的を果た

しているものと判断し、事業の有効性は十分見込まれていることから、今後の事業評価及び改善

措置の必要は無いものと思われます。同種事業の計画・調査のあり方や事業評価の見直し等の必

要性についてです。事後評価の結果、現時点では、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手

法の見直しの必要性はないと考えています。以上で対応方針（原案）として説明させていただき
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ます。事務局からは以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。それではただいまのご説明につきましてご意見のある

方はお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【安田委員】はい。 

【清水委員長】安田委員、どうぞ。 

【安田委員】よろしいですか。このような河川において排水機場が非常に有効に機能していると

いうことは今の説明があったかと思うのですが、市街地化したときにやはりやらなければいけな

いのは雨水対策であって、意外とその雨水対策自身が十分機能していないと感じています。先ほ

ども連携の話があったように、地方自治体ともうまく連携をとってこの雨水対策を進める必要が

あるのではないかと思います。具体的には小規模の貯留施設を作るなりして少し時間差を持たせ

て河川に流すとか、そういう河川への負担をもっと軽減できるような具体的な雨水対策をやらな

いと、市街地化・都市化が進んでくるに従って、そういう不具合が出てくるのではないかという

ことでコメントをさせていただきました。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。少し纏めてご質問を受けてから事務局にご回答いただ

こうと思いますがどうでしょうか。 

【田中委員】では、一点よろしいですか。 

【清水委員長】はい、田中委員、どうぞ。 

【田中委員】この件に限らないのですが、部品の交換が困難な状況にあったという点です。今回

改築した施設もいつか老朽化するわけで国交省として老朽化した部品をどうやって将来に渡って

確保していくかというのは対策として何か考えておられるのかというのをお聞きできたらと思い

ます。 

【清水委員長】ありがとうございます。他によろしいでしょうか。 

【手塚委員】よろしいでしょうか。 

【清水委員長】はい、手塚委員よろしくお願いします。 

【手塚委員】この事業は、Ｂ/Ｃは（１の）値を相当上回っており、全く問題はありません。（逆

に）値が大きいことを心配されたようですが、先ほど説明があった通り、これは（評価）マニュ

アルの変更によるものです。具体的には農地もあわせて評価していたものを、農地を別にして評

価することで高い値が出るようになりました。（マニュアルは）より適切に評価をするような形

で改定されております。そのため、この評価結果について問題ない、と考えます。もう一つです

が、コストが下がり、なおかつ対象区域が拡大したということで便益が増えたことについて、こ

れは非常に珍しいことです。当初予定していた以上の効果を得られた、と評価出来る事業です。

個人的なコメントですが、再評価であれ事後評価であれ、どちらかというとネガティブな結果に

対する対応（に焦点が当てられているのに対して）、少なくともこの件に関しては（経済的に）

優れた成果を得た事業です。先ほど、ＰＲ（の必要性）を申し上げたのですが、事後評価では良

くなかった点ばかりを振り返るだけではなく、優れた成果を出したケ－スもあるということも、

どこかでＰＲした方が良いと思います。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。どうでしょうか。今の３件、流域の対策はどうなって

いるのかというご意見、それから部品の調達が大変になっているのではないかということ、それ
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から今の事業評価に対する素晴らしい評価をいただきました。それに対して事務局で何かご回答

ありましたらよろしくお願いします。 

【後藤河川計画課長】事務局の河川計画課の後藤です。まず安田委員から今回の開発にあたって

流域の対策等は行われているのかとか、あるいはそのような開発によって効果が失われていくと

危険になっていくということもあるので流域対策、あるいは関係者連携を進めるべきというコメ

ントをいただきました。今回の北浦川の流域で開発に伴って何か対策が施されたかというところ

は現時点でそういった対策がされたというのは聞いていませんが、特に総合治水河川、特定都市

河川法の指定を受けた流域ではまさにこのような開発に伴って、流出抑制対策とか雨水貯留浸透

施設の整備というのを行っておりまして今回、法改正でそうした取組をすべき河川を増やそうと

流域対策を促進しようとしているところですので、そのような流域対策を進めていくというのは

本地域にも当然考えていくべきことと思っています。また田中委員から老朽化した部品どう確保

していくかというところ、ここはまさに課題でして難しい部分です。現在は、50年経っていき

なり全面更新するというよりは、こまめにしっかり維持・修繕しながらより長寿命化させていこ

うと維持管理計画を立てていますので、部品の確保等も含めて予防保全型の維持を取り組んでい

きたいと考えています。この他、本省ではマスプロダクツ型ポンプという容易に更新が可能な小

型の汎用性のあるポンプを施策として打ち出していますので、そうした動向にもしっかり注意を

しながら取り組んでいきたいと考えております。また手塚委員から貴重なご意見いただきまし

た。こうした、工期も守れて効果も発現できている事業、しっかりＰＲさせていただきたいと考

えています。以上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。排水機場の機能を手塚委員からも胸を張って伝えた方

がいいと、これはやはり排水機場があることによって流域治水対策がどれだけ進んだかというこ

とを、排水機場の機能とともに住民によく知ってもらうこと、それを含めそこの浸水対策等が進

むことが流域治水だと思います。こういう取組の積み重ねが流域治水になっていくと思いますの

で、排水機場は効果があるが、流域対策が進まなければ能力を超えるものに対しては皆で考えて

いかなければいけないという発信がとても大切だと今のご質問にあったと思います。ありがとう

ございました。他にはどうでしょうか。 

【佐藤委員】佐藤です。 

【清水委員長】はい。よろしくお願いします。 

【佐藤委員】よろしいでしょうか。この排水機場の改築に関しては今回のこういう経済評価とい

う視点からは全く問題がないと私も思います。ただ今の場面での検討事項ではないのですが、こ

の事例で言いますとこの北浦川・西浦川の流域の最下流部に江戸時代から広大な湿地帯がありま

した。そこを開発して住宅地にしてしまったという意味でまさにこれからの流域治水の考え方と

は全く逆のことが行われたもので、ただもう行われて住宅地がそこに張り付いてしまった以上は

それを何とかしなければいけないというのは仕方がないのですが、この事例に関して言えば流域

の開発と治水の負担という問題になっていることは事例として認識した方がいいと思います。以

上です。 

【清水委員長】ありがとうございました。まさにそうですね。これから流域治水を進めていく中

でこのような開発の問題と治水の負担、これは治水の負担が河川の方ばかりで考えているという
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のではなく、流域全体で考えなければならないという一つの事例として排水機場の問題を捉えま

しょうというご意見だと思います。どうもありがとうございました。 

では、事後評価となります利根川下流特定構造物改築事業につきまして、対応方針（原案）と

して今後の事業評価及び改善の処置の必要性等、同種事業の計画・調査のあり方、事業評価の見

直し等の必要性については何れも処置の必要のないもので本件の対応を認めるということで了承

したいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

〔異議なしという声あり〕 

 

【清水委員長】では、原案を了承させていただきます。ありがとうございました。本日の審議は

これで終わりますので事務局に進行をお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

 

◆閉会 

【司会】それでは委員の皆様、長時間に渡りましてどうもありがとうございました。これにて、

「令和３年度 第２回 利根川水系利根川・江戸川河川整備計画フォロ－アップ委員会」を終了と

させていただきます。ありがとうございました。 

 

（了） 


